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大阪府教育庁私学課長 
 
 

私立学校園における教育活動の再開等について（通知） 
 

府内の私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専修学校及び各種学校

のうち外国人学校における臨時休業等の措置については、令和２年５月８日付け教私第1397号

により、令和２年５月11日（月）から５月31日（日）までの間、臨時休業としていただくよう

お願いしてきたところですが、５月21日（木）に開催された第17回大阪府新型コロナウイルス

対策本部会議における決定を踏まえ、５月25日（月）以降の対応について下記のとおりといた

しますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．５月31日（日）までは、臨時休業を継続してください。 

※ ただし、最終学年（幼稚園を除く）については、５月25日（月）から５月29日（金）の

臨時休業期間中の登校日を「授業日」とすることも可（１教室あたりの人数は20人程度ま

で）。 

 

２．６月１日（月）からは、段階的に教育活動を再開していただいて差し支えありません。 

 

３．６月15日（月）以降については、適切な感染防止対策をとったうえで通常の授業を実施

することとしていただいて差し支えありません。 

 

４．段階的な教育活動の再開について 

公立学校においては、６月１日（月）より、以下のとおり段階的に教育活動を再開するこ

ととしていますので、私立学校園における対応の参考としてください。 

(1) ６月１日（月）から６月12日（金）までの間 

① １教室あたりの人数を20人程度となるよう分散し、短縮授業を行う。 

② そのため、学年や学級ごとに登校する時間や曜日等を決める。 

③ 最終学年等については、授業時間を増加することができる。 

④ 学校行事・部活動は実施しない。 

⑤ 十分な配慮のうえ、給食を実施することができる。 



(2) ６月15日（月）以降 

① １教室あたりの人数を40人程度とした通常の時間割による授業を行う。 

② 学校行事・部活動を実施することができる。 

③ 十分な配慮のうえ、給食を実施する。 

(3) 幼稚園については、上記(1)(2)に準じ、可能な範囲で段階的な再開を行う。 

 

５．学校園において、児童生徒等又は教職員に感染者が確認された場合の対応について 

府立学校においては、以下の対応をとることとしています。私立学校園におかれても、

府立学校の考え方を参考に、保健所の指示及び助言を踏まえ、適切に対応していただくよ

うお願いします。 

【府立学校における対応】  

(1) 児童生徒等又は教職員に感染者が確認された場合は、当該学校を臨時休業とする。 

臨時休業とする期間及び範囲は、保健所の指示及び助言を踏まえ、学校における感

染症拡大防止に必要な対策及び学校運営上の体制整備を行うために必要な期間及び

範囲とする。 

(2) 児童生徒等に感染者が確認された場合は、当該児童生徒等を出席停止とする。 

期間は治癒するまでとし、登校の再開については医療機関や保健所等と連携しなが

ら判断する。 

(3) 児童生徒等が保健所等により濃厚接触者に特定された場合は、当該児童生徒等を、

感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して２週間の出席停止とする。 

なお、児童生徒等の家族に濃厚接触者が確認された場合は、保健所等関係機関と相

談したうえで個別に対応する。 

 

 

６．その他 

(1) 各学校の教職員、児童生徒について、新型コロナウイルスへの感染が確認された場合

や保健所等により濃厚接触者とされた場合には、速やかに大阪府私学課へのご報告をお

願いします。 

(2) 学校教育活動の再開にかかるマニュアルを後日お示しする予定としておりますので、

マニュアルに沿って適切にご対応ください。 

(3) 再開後の教育活動や感染防止のための取組みの状況について、調査を予定しておりま

す。後日、報告様式をお示ししますので、案内に従って報告をお願いします。 

(4) 新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて変更が

生じる場合があります。引き続き状況の変化及び提供できる情報が入り次第お知らせし

ます。 

  



 
【添付文書】 

(1) 府立学校における教育活動の再開等について（通知） 

(2) 学校における教育活動の再開について（第 17 回大阪府新型コロナウイルス対策本部会

議資料 3-1） 

(3) 府専門家会議の座長・副座長・オブザーバーの意見（学校の本格再開）（第 17 回大阪

府新型コロナウイルス対策本部会議資料 3-2） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（お問い合わせ先） 

大阪府教育庁私学課 

小中高振興グループ 

山本、浅野（06-6941-0351 内線 4858） 

総務・専各振興グループ 

貞末、江藤（    〃     内線 4862） 

幼稚園振興グループ 

中村、成相（    〃     内線 4816） 


